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１ 社会的入院への対応について ー転換型老人保健施設ー  
  

 現在、入院医療の必要性が低い患者側の事情により長期に入院している患者への対応として療養病床

等に入院している患者のうち入院期間が６ヶ月を超える者（難病・精神疾患・結核患者等の別途定める

者を除く）が患者の 4 割を占めており問題となっている。  

 退院後の受入先として、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホーム、ケアハウス等が考

慮されている。このうち介護老人保健施設については、既存資源の有効利用の観点から療養病床等を転

換して老人保健施設を開設する「転換型老人保健施設」を特例で設けることが検討されている。  

 

★ 療養病床の介護老人保健施設への転換特例について（案）  

 

１） 基本的考え方  

① 医療資源の有効活用と介護基盤整備促進を図る観点から、病院が既設の療養病床の転換により介護

老人保健施設を開設する場合に、施設及び構造設備について一定期間の特例措置を設ける。  

② 特例が受けられるのは、病院の既設の療養病床が病棟単位で病床転換を行う場合であり、介護老人

保健施設の基準の特例は下記「２」の通り。  

③ 人員基準、運営基準及び介護報酬については、現在の病院等併設の介護保健施設と同様とする。  

 

２） 特例の内容  

共用可 共用不可 

・診察室 ・療養室（１室４床以下、１人あたり８㎡以上を特例

で６．４㎡以上、病床転換による療 養病床からの転

換の場合は６㎡以上）、５年以内改善の計画  

・機能訓練室（定員×１㎡を特例で４０㎡以

上、５年以内の改善の計画） 

・談話室 

・食堂（定員×２㎡） ・洗面所 

・浴室（特別浴槽） ・便所 

・レクリエーション・ルーム ・サービス・ステーション  

・調理室 ※廊下幅（片廊下１．８ｍ以上、両廊下２．７ｍ以上

を、特例で待避部分があれば転換前の廊下幅で可）  

 

・洗濯室又は洗濯場 

・汚物処理室 

・エレベーター 

 

 



２ 県立医療大 第４期生就職内定状況（Ｈ１３．１１．３０現在）  

 県   内 県   外 合   計 

看護学科 ８ ２６ ３４ 

理学療法学科 １０ ９ １９ 

作業療法学科 １１ １１ ２２ 

放射線技術科学科 ３ ８ １１ 

計 ３２ ５４ ８６ 

 

３ 第６回日本在宅ケア学会が平成 14 年１月２６・２７日に県立医療大学で開催されます。

職員の方々をお誘い下さい。 


